
 

表彰弔意に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人東京連合防火協会定款第４条に定める事業の遂行

にあたり、功労のあった都民等への表彰及び弔意事業に関し、必要な事項を定める

ものである。 

 

（功労者に対する表彰） 

第２条 次の各号に定める功労のあった都民等に対して感謝状及び副賞の額を贈呈

することができる。 

(1) 火災の早期発見及び通報措置に功労があった者 

(2) 初期消火に功労があった者            

(3) 避難誘導及び人命救助に功労があった者 

(4) 長年にわたり消防の使命達成に功労があった者 

(5) その他消防に関し特に功労があった者  

２ 前項各号の功労があった者に対して、会長が特に功労が顕著であると認めたとき

は、額以外の記念品を副賞とすることができる。 

 

（表彰申請手続き） 

第３条 第２条の表彰を行う事由が発生したと認められる場合は、別記様式第１号に

より会長あてに申請するものとする。 

 

（功労者に対する弔意） 

第４条 防火、防災及び救急業務等、各業務に功労のあった都民等への弔意は、次の

各号に定める金額の範囲以内で生花又は弔慰金を贈呈することができる。（い） 

(1) 消防業務に従事中死亡したとき             50,000円以内 

(2) 消防使命達成に貢献があった者が死亡したとき      20,000円以内 

(3) 前各号のほかに特に会長が弔慰の必要があると認めたとき  5,000円以内 

２ 前各号で、会長が特に功労が顕著で弔意を厚く表する必要があると認めたときは、

前各号の金額を超えて弔意を表することができる。この場合、理事会に報告するも

のとする。 

 

（弔慰金贈呈順位） 

第５条 前条第１項の弔慰金は、死亡者の遺族に贈呈する。 

２ 弔慰金を贈呈する遺族は、死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で

あって、死亡時その収入によって生計を維持していたものとする。 

３ 弔慰金を贈呈する遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

序とし、父母については養父母を先に、実父母は後にする。 



 

（弔慰金申請手続き） 

第６条 第４条の弔意を行う事由が発生したと認めたときは、別記様式第２号により、

会長あてに申請するものとする。 

 

 

 

附 則 

１ この規則は、平成２２年１２月７日から施行する。 

２ この規則は、平成２７年１０月２３日から施行する。 

 


